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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 

本日付で半期報告書を提出致しましたので、平成26年８月11日に届出済みの有価証券届出書（以下

「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありま

すのでこれを訂正するため、提出するものです。

 

Ⅱ【訂正の内容】

 

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、原届出書の更新後の内容を

記載する場合は＜更新後＞とし、原届出書に追加される内容を記載する場合は＜追加＞とします。

 

 
第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

［ファンドの目的・特色］

＜更新後＞
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（略）
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（３）【ファンドの仕組み】

③委託会社の概況

＜更新後＞

・資本金

2,000百万円（平成26年11月末現在）

（略）

・大株主の状況（平成26年11月末現在）

（略）

 

２【投資方針】

（２）【投資対象】

②有価証券の指図範囲

＜更新後＞

（略）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第

11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
（略）

 

（３）【運用体制】

＜更新後＞

（略）
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

 
（５）【投資制限】
＜更新後＞

（略）
⑮デリバティブ取引等

デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバ

ティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標

に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会

規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、（略）投資信託財産をもって取得することを受託会
社に指図しないものとします。
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３【投資リスク】
＜追加＞
（３）代表的な資産クラスとの騰落率の比較等
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４【手数料等及び税金】
＜更新後＞
（略）
（４）【その他の手数料等】

（略）
◇費用または費用を対価とする役務の内容について

費用名 直接・間接
※ 説明

申込手数料 直接
商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する
事務手続等の対価

換金（解約）手数料 直接 商品の換金に関する事務手続等の対価

信託財産留保額 直接
信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費
用を賄うため換金代金から控除され、信託財産中に
留保される額

信託報酬 間接

（委託会社（再委託先への報酬を含む場合がありま
す。））
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、
基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価

（販売会社）
分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、
交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供
等の対価

（受託会社）
投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の
対価

監査報酬 間接
ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるた
めの費用

売買委託手数料 間接 有価証券等を売買する際に発生する費用

保管費用
（カストディフィー）

間接 外国での資産の保管等に要する費用

上記は一般的な用語について説明したものです。
※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。

 
（５）【課税上の取扱い】

（略）
※上記は平成26年11月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

なることがあります。
（略）
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５【運用状況】

＜更新後＞

（１）【投資状況】
   平成26年11月28日現在
   （単位：円）

 資産の種類 国／地域名 時価合計 投資比率(％)

親投資信託受益証券 日本 405,398,346 99.99

 
コール・ローン、その他資産

（負債控除後）
― 28,405 0.01

 純資産総額  405,426,751 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄

      平成26年11月28日現在

国／
地域

    上段：帳簿価額 利率（％） 投資
銘　柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率

    単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％)

日本
新興国株式インデックスマ
ザーファンド

親投資信託
受益証券 ― 176,567,224

1.9884
2.2960

351,086,269
405,398,346

―
― 99.99

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

 

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
 平成26年11月28日現在

種類／業種別 投資比率(％)

親投資信託受益証券 99.99

合　計 99.99

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

 

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推

移は次の通りです。
  （単位：円）

 純資産総額
基準価額

(１万口当たりの純資産価額)

第1計算期間末日
（平成23年 5月12日）

111,730,975
111,529,606

（分配付）
（分配落）

11,097
11,077

（分配付）
（分配落）

第2計算期間末日
（平成24年 5月14日）

110,444,701
109,250,219

（分配付）
（分配落）

9,246
9,146

（分配付）
（分配落）

第3計算期間末日
（平成25年 5月13日）

276,096,587
274,363,816

（分配付）
（分配落）

12,747
12,667

（分配付）
（分配落）

第4計算期間末日
（平成26年 5月12日）

302,349,905
298,924,791

（分配付）
（分配落）

12,358
12,218

（分配付）
（分配落）

平成25年11月末日 305,733,000  12,426 

12月末日 272,335,479  12,591 

平成26年 1月末日 259,364,738  11,508 

2月末日 263,001,588  11,794 

3月末日 286,189,378  12,161 

4月末日 297,233,572  12,310 

5月末日 313,696,171  12,572 

6月末日 320,258,716  12,671 

7月末日 343,423,711  13,290 

8月末日 357,485,847  13,544 
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9月末日 357,966,882  13,251 

10月末日 379,974,866  13,207 

11月末日 405,426,751  14,319 

 

②【分配の推移】
 １万口当たりの分配金

第1計算期間 20円

第2計算期間 100円

第3計算期間 80円

第4計算期間 140円
 

③【収益率の推移】
 収益率（％）

第1計算期間 10.97

第2計算期間 △16.52

第3計算期間 39.37

第4計算期間 △2.43

第4計算期間末日から
平成26年11月末日までの期間

17.19

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末
の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除して
得た数に100を乗じて得た数。ただし、第4計算期間末日から平成26年11月末日までの期間につい
ては平成26年11月末日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じて得た数。

 

（４）【設定及び解約の実績】
 設定口数 解約口数 発行済口数

第1計算期間 151,579,470 50,894,796 100,684,674

第2計算期間 64,524,920 45,761,320 119,448,274

第3計算期間 219,067,139 121,918,989 216,596,424

第4計算期間 193,608,770 165,554,138 244,651,056

第5計算期期首から
平成26年11月28日までの期間

111,957,740 73,474,944 283,133,852
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＜参考＞

「新興国株式インデックスマザーファンド」

（１）投資状況
   平成26年11月28日現在
   （単位：円）

 資産の種類 国／地域名 時価合計 投資比率(％)

株式 香港 6,573,097,848 19.55

 韓国 4,697,450,915 13.97

 台湾 3,973,545,104 11.82

 ブラジル 3,140,990,593 9.34

 南アフリカ 2,508,037,342 7.46

 インド 2,361,828,951 7.03

 アメリカ 1,665,931,976 4.96

 メキシコ 1,619,784,470 4.82

 マレーシア 1,206,518,863 3.59

 インドネシア 872,859,074 2.60

 タイ 809,676,480 2.41

 トルコ 566,598,406 1.69

 ポーランド 540,680,131 1.61

 チリ 467,458,646 1.39

 フィリピン 395,818,935 1.18

 カタール 295,604,338 0.88

 コロンビア 275,640,520 0.82

 アラブ首長国連邦 214,365,427 0.64

 ギリシャ 181,046,947 0.54

 チェコ 73,254,933 0.22

 ハンガリー 65,378,608 0.19

投資証券 南アフリカ 82,274,586 0.24

 メキシコ 61,948,073 0.18

 トルコ 21,425,126 0.06

 
コール・ローン、その他資産

（負債控除後）
― 948,966,285 2.81

 純資産総額  33,620,182,577 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

その他の資産の投資状況
 平成26年11月28日現在
 （単位：円）

資産の種類 時価合計 投資比率(％)

株価指数先物取引　（買建） 920,558,879 2.74

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄

      平成26年11月28日現在

国／
地域

    上段：帳簿価額 利率（％） 投資
銘　柄 種類 業種 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率

    単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％)

韓国
SAMSUNG ELECTRONICS CO
LTD 株式

テクノロジー・
ハードウェア
および機器 7,530

142,088.80
135,627.20

1,069,928,709
1,021,272,816

―
― 3.04

台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFAC 株式

半導体・
半導体製造装置 1,690,000

461.83
534.80

780,506,220
903,812,000

―
― 2.69

香港 TENCENT HOLDINGS LTD 株式
ソフトウェア・

サービス 354,100
1,520.42
1,907.77

538,382,492
675,543,127

―
― 2.01

香港 CHINA MOBILE LTD 株式
電気通信
サービス 420,000

1,170.13
1,447.98

491,455,650
608,154,750

―
― 1.81

香港
CHINA CONSTRUCTION BANK-
H 株式 銀行 4,952,550

81.74
88.45

404,821,437
438,053,047

―
― 1.30

南アフリ
カ NASPERS LTD-N SHS 株式 メディア 27,200

11,634.78
15,564.34

316,466,233
423,350,048

―
― 1.26
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香港 IND & COMM BK OF CHINA-H 株式 銀行 5,063,350
72.13
78.99

365,232,093
399,979,333

―
― 1.19

ブラジル
ITAU UNIBANCO HOLDING S-
PREF 株式 銀行 188,148

1,581.85
1,808.77

297,623,268
340,316,570

―
― 1.01

メキシコ
AMERICA MOVIL SAB DE C-
SER L 株式

電気通信
サービス 2,300,000

113.72
142.00

261,564,970
326,611,270

―
― 0.97

香港 BANK OF CHINA LTD-H 株式 銀行 5,450,000
52.30
58.86

285,075,875
320,814,250

―
― 0.95

台湾
HON HAI PRECISION
INDUSTRY 株式

テクノロジー・
ハードウェア
および機器 852,157

313.77
370.92

267,385,392
316,083,778

―
― 0.94

アメリカ GAZPROM OAO 株式 エネルギー 784,000
452.82
357.25

355,707,578
280,089,180

―
― 0.83

南アフリ
カ MTN GROUP LTD 株式

電気通信
サービス 114,000

2,393.77
2,429.82

272,890,600
276,999,844

―
― 0.82

ブラジル BANCO BRADESCO SA-PREF 株式 銀行 143,704
1,617.80
1,855.46

232,485,552
266,637,110

―
― 0.79

インド INFOSYS LTD 株式
ソフトウェア・

サービス 30,630
6,143.96
8,426.18

188,189,556
258,094,107

―
― 0.77

ブラジル AMBEV SA 株式
食品・飲料・

タバコ 320,200
769.45
773.18

246,378,274
247,574,285

―
― 0.74

インド
HOUSING DEVELOPMENT
FINANCE 株式 銀行 102,100

1,753.84
2,224.51

179,067,972
227,123,287

―
― 0.68

香港 CNOOC LTD 株式 エネルギー 1,224,000
197.64
183.00

241,911,360
223,992,000

―
― 0.67

香港
CHINA LIFE INSURANCE CO-
H 株式 保険 509,000

309.57
411.75

157,573,675
209,580,750

―
― 0.62

韓国 SK HYNIX INC 株式
半導体・

半導体製造装置 39,600
4,508.85
5,134.30

178,550,590
203,318,478

―
― 0.60

南アフリ
カ SASOL LTD 株式 エネルギー 37,550

6,395.95
5,412.28

240,168,267
203,231,114

―
― 0.60

韓国 HYUNDAI MOTOR CO 株式
自動車・
自動車部品 10,450

24,523.52
19,367.65

256,270,808
202,391,942

―
― 0.60

香港 PETROCHINA CO LTD-H 株式 エネルギー 1,445,000
139.08
132.67

200,970,600
191,715,375

―
― 0.57

アメリカ LUKOIL OAO 株式 エネルギー 33,200
6,518.01
5,725.98

216,421,595
190,102,732

―
― 0.57

ブラジル
PETROBRAS - PETROLEO
BRAS-PR 株式 エネルギー 286,900

830.14
627.51

238,169,518
180,033,651

―
― 0.54

台湾 MEDIATEK INC 株式
半導体・

半導体製造装置 97,236
1,918.40
1,776.30

186,537,931
172,720,306

―
― 0.51

香港
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H 株式 エネルギー 1,746,000

104.61
98.05

182,657,790
171,208,395

―
― 0.51

インド RELIANCE INDUSTRIES LTD 株式 エネルギー 86,900
1,926.87
1,908.09

167,446,442
165,813,412

―
― 0.49

インド
TATA CONSULTANCY SVCS
LTD 株式

ソフトウェア・
サービス 32,150

4,264.29
5,120.86

137,097,129
164,635,938

―
― 0.49

韓国 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 株式

テクノロジー・
ハードウェア
および機器 1,420

111,203.89
110,519.00

157,909,621
156,936,980

―
― 0.47

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

 

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
  平成26年11月28日現在

種類／業種別 投資比率(％)

株式 エネルギー 8.81

 素材 7.38

 資本財 4.58

 商業・専門サービス 0.17

 運輸 1.64

 自動車・自動車部品 3.27

 耐久消費財・アパレル 1.08

 消費者サービス 0.94

 メディア 2.04

 小売 1.56

 食品・生活必需品小売り 1.96

 食品・飲料・タバコ 4.91

 家庭用品・パーソナル用品 1.19

 ヘルスケア機器・サービス 0.70

 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.47

 銀行 18.76

 各種金融 2.81

 保険 3.66

 不動産 1.95

 ソフトウェア・サービス 4.94

 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.25
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 電気通信サービス 7.41

 公益事業 3.34

 半導体・半導体製造装置 4.87

 　　小計 96.68

投資証券 ― 0.49

合　計  97.18

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

 

②投資不動産物件
該当事項はありません。

 

③その他投資資産の主要なもの
       平成26年11月28日現在

資産の種類 取引所名 建別 数量 通貨 簿価 評価額 評価額(円)
投資比

率(％)

株価指数先物取引         

 
MINI MS

（2014年12月限）

ニューヨーク証券取

引所
買建 153

アメリカ

ドル
7,682,618.50 7,786,170.00 920,558,879 2.74

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
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［参考情報］
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第２【管理及び運営】
３【資産管理等の概要】
（５）【その他】
＜更新後＞
（略）

ファンドの
償還等に
関する
開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更または併合（変更にあっては、
その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が
受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大
な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面
決議」といいます。）を行います。（略）書面決議は、議決権を行使することがで
きる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。（略）

反対者の
買取請求権

委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において
反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって
買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する
受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款
の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとす
る場合には適用しません。

（略）

交付運用報告
書

委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則と
して受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

（略）
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第３【ファンドの経理状況】

＜追加＞

【中間財務諸表】

 

１　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第３８条の３および第５７条の２の規定により、

「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しており

ます。

　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、第 5 期中間計算期間

（平成26年5月13日から平成26年11月12日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人に

より中間監査を受けております。
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新興国株式インデックスオープン

（１）【中間貸借対照表】

  

第 5 期中間計算期間末

［ 平成26年11月12日現在 ］

金　額（円）

資産の部   

流動資産   

コール・ローン  2,911,923

親投資信託受益証券  396,489,768

未収入金  4,043,063

未収利息  3

流動資産合計  403,444,757

資産合計  403,444,757

負債の部   

流動負債   

未払解約金  4,971,585

未払受託者報酬  149,549

未払委託者報酬  1,719,775

その他未払費用  5,736

流動負債合計  6,846,645

負債合計  6,846,645

純資産の部   

元本等   

元本 ※1 287,625,649

剰余金   

中間剰余金又は中間欠損金（△）  108,972,463

（分配準備積立金）  (17,180,094)

元本等合計  396,598,112

純資産合計  396,598,112

負債純資産合計  403,444,757

 

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

  

第 5 期中間計算期間

自 平成26年 5月13日

至 平成26年11月12日

金　額（円）

営業収益   

受取利息  412

有価証券売買等損益  43,383,075

営業収益合計  43,383,487

営業費用   

受託者報酬  149,549

委託者報酬  1,719,775

その他費用  5,736

営業費用合計  1,875,060

営業利益  41,508,427

経常利益  41,508,427

中間純利益  41,508,427

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額  4,583,577

期首剰余金又は期首欠損金（△）  54,273,735

剰余金増加額又は欠損金減少額  31,210,831

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損

金減少額
 

31,210,831

剰余金減少額又は欠損金増加額  13,436,953

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損

金増加額
 

13,436,953

分配金  ―

中間剰余金又は中間欠損金（△）  108,972,463
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ

たっては、基準価額で評価しております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 
 

第 5 期中間計算期間末

［ 平成26年11月12日現在 ］

   
※１期首元本額 244,651,056円

 期中追加設定元本額 100,800,260円

 期中一部解約元本額

 

57,825,667円

２ 受益権の総数

 

287,625,649口

３ １口当たり純資産額 1.3789円

 （１万口当たり純資産額） （13,789円）
   
 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 
区　分

第 5 期中間計算期間末

［ 平成26年11月12日現在 ］

１ 中間貸借対照表計上額、時価及びそ

の差額

時価で計上しているためその差額はありません。

２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま

す。

  デリバティブ取引は、該当事項はありません。

  上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似

していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

３ 金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用

しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

 

＜参考＞

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。

中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

 

    次へ
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「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

 

（１）貸借対照表

  
［ 平成26年11月12日現在 ］

金　額（円）

資産の部   

流動資産   

預金  336,313,852

コール・ローン  222,818,681

株式  31,700,054,300

投資証券  146,862,303

未収入金  155,818

未収配当金  24,058,111

未収利息  290

差入委託証拠金  80,310,233

流動資産合計  32,510,573,588

資産合計  32,510,573,588

負債の部   

流動負債   

派生商品評価勘定  5,718,119

未払金  69,373,497

未払解約金  201,565,538

流動負債合計  276,657,154

負債合計  276,657,154

純資産の部   

元本等   

元本 ※1 14,585,389,216

剰余金   

剰余金又は欠損金（△）  17,648,527,218

元本等合計  32,233,916,434

純資産合計  32,233,916,434

負債純資産合計  32,510,573,588

（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。

 

（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

品取引所等における終値で評価しております。

  投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金

融商品取引所等における終値で評価しております。

  新株予約権証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と

して金融商品取引所等における終値で評価しております。

２ デリバティブ等の評価

基準及び評価方法

先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

  為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており

ます。

３ その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項

外貨建資産等の会計処理

「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

  ［ 平成26年11月12日現在 ］

   
※１期首 平成26年5月13日

 期首元本額 12,660,631,564円

 期首からの追加設定元本額 2,901,071,714円

 期首からの一部解約元本額

 

976,314,062円

 元本の内訳＊  

 ＦＰバランスファンド（安定型） 6,305,380円

 ＦＰバランスファンド（安定成長型） 28,876,038円

 ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 10,413,898,985円

 ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 424,655,128円

 ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 54,237,983円

 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 18,339,482円

 コアバランス 201,647円

 三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 2,333,083,092円

 新興国株式インデックスオープン 179,407,135円

 ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 221,217,365円

 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 10,100,887円

 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投

資家限定）

24,821,769円
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 ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限

定）

870,244,325円

 　　　　　　（合　計）

 

14,585,389,216円

２ 受益権の総数

 

14,585,389,216口

３ １口当たり純資産額 2.2100円

 （１万口当たり純資産額） （22,100円）
   
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 区　分 ［ 平成26年11月12日現在 ］

１ 貸借対照表計上額、時価及びその差

額

時価で計上しているためその差額はありません。

２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま

す。

  デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。

  上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似

していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

３ 金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており

ます。

 

（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

  ［ 平成26年11月12日現在 ］

区 分 種　類 契 約 額 等（円） 時　価 評 価 損 益

   うち1年超 （円） （円）

市場取引 株価指数先物取引     

 　買建 373,827,152 ― 368,109,033 △5,718,119

 　合　　計 373,827,152 ― 368,109,033 △5,718,119

 

（注）時価の算定方法

１　先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が

発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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２【ファンドの現況】

＜更新後＞
【純資産額計算書】

平成26年11月28日現在

（単位：円）

Ⅰ 資 産 総 額 411,772,806  

Ⅱ 負 債 総 額 6,346,055  

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 405,426,751  

Ⅳ 発 行 済 口 数 283,133,852 口

Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
1.4319

（ １万口当たり 14,319
 

）

 

＜参考＞

「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成26年11月28日現在

（単位：円）

Ⅰ 資 産 総 額 33,795,087,595  

Ⅱ 負 債 総 額 174,905,018  

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 33,620,182,577  

Ⅳ 発 行 済 口 数 14,643,164,183 口

Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
2.2960

（ １万口当たり 22,960
 

）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

＜更新後＞

平成26年11月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、

124,098株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

 

（２）委託会社の機構

＜更新後＞

（略）

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

＜更新後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用

業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成26年11月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託

を除きます。）

 

商品分類
本　数 純資産総額
（本） （百万円）

追加型株式投資信託 504 7,095,153

追加型公社債投資信託 18 840,192

単位型株式投資信託 27 453,783

単位型公社債投資信託 5 186,862

合　計 554 8,575,990

 

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
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３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
（１） 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱ＵＦＪ投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」とい
う。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府
令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年

大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財
務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示

しております。
 
（２） 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期事業年度（自 平成25年4月1日 至

平成26年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期事業年度に係る中間会計期間（自 平

成26年4月1日 至 平成26年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監

査を受けております。
 

（第29期事業年度の財務諸表は省略）
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＜追加＞
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
 (単位：千円)

 
第30期中間会計期間

(平成26年9月30日現在)

(資産の部)    

流動資産    

　現金及び預金   31,370,051

　有価証券   3,000,000

　前払費用   258,701

　未収入金   15,796

　未収委託者報酬   7,923,271

　未収収益   225,606

　繰延税金資産   392,212

　金銭の信託   30,000

　その他   54,398

流動資産合計   43,270,038

    

固定資産    

　有形固定資産    

　　建物  ※1 250,210

　　器具備品  ※1 186,996

　　土地   1,205,031

　　有形固定資産合計   1,642,238

無形固定資産    

　　電話加入権   15,822

　　ソフトウェア   1,092,868

　　ソフトウェア仮勘定   169,950

　　無形固定資産合計   1,278,641

投資その他の資産    

　　投資有価証券   21,524,909

　　関係会社株式   320,136

　　長期差入保証金   807,645

　　その他   15,035

　　投資その他の資産合計   22,667,726

固定資産合計   25,588,606

資産合計   68,858,645
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 (単位：千円)

 第30期中間会計期間

(平成26年9月30日現在)

(負債の部)    

流動負債    

　預り金   70,972

　未払金    

　　未払収益分配金   87,713

　　未払償還金   902,004

　　未払手数料   3,402,471

　　その他未払金   157,192

　未払費用   3,862,968

　未払消費税等  ※2 491,404

　未払法人税等   2,031,120

　賞与引当金   569,627

　その他   431,272

流動負債合計   12,006,746

    

固定負債    

　退職給付引当金   164,100

　役員退職慰労引当金   42,648

　時効後支払損引当金   180,936

　繰延税金負債   573,410

固定負債合計   961,095

負債合計   12,967,842

    

(純資産の部)    

株主資本    

　資本金   2,000,131

　資本剰余金    

　　資本準備金   222,096

　　資本剰余金合計   222,096

　利益剰余金    

　　利益準備金   342,589

　　その他利益剰余金    

　　　別途積立金   6,998,000

　　　繰越利益剰余金   44,080,146

　　利益剰余金合計   51,420,736

　株主資本合計   53,642,963
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 (単位：千円)

 第30期中間会計期間

(平成26年9月30日現在)

評価・換算差額等    

　その他有価証券

　評価差額金

  2,247,838

　評価・換算差額等合計   2,247,838

純資産合計   55,890,802

負債純資産合計   68,858,645
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(2)中間損益計算書
 (単位：千円)

 

第30期中間会計期間

（自 平成26年4月1日

    至 平成26年9月30日）

営業収益    

　委託者報酬   27,998,542

　投資顧問料   344,009

　その他営業収益   35,954

営業収益合計   28,378,506

営業費用    

　支払手数料   11,811,245

　広告宣伝費   252,822

　公告費   159

　調査費    

　　調査費   508,246

　　委託調査費   5,680,687

　事務委託費   180,803

　営業雑経費    

　　通信費   47,982

　　印刷費   249,444

　　協会費   18,745

　　諸会費   3,937

　　事務機器関連費   557,009

　　その他営業雑経費   13,783

営業費用合計   19,324,870

一般管理費    

　給料    

　　役員報酬   106,776

　　給料・手当   1,651,106

　　賞与引当金繰入   569,627

　福利厚生費   307,409

　交際費   11,742

　旅費交通費   73,065

　租税公課   69,920

　不動産賃借料   340,014

　退職給付費用   65,265

　役員退職慰労引当金繰入   15,609

　固定資産減価償却費  ※1 247,581

　諸経費   150,294

一般管理費合計   3,608,412

営業利益   5,445,223
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 (単位：千円)

 

第30期中間会計期間

（自 平成26年4月1日

    至 平成26年9月30日）

営業外収益    

　受取配当金   175,572

　有価証券利息   443

　受取利息   7,838

　投資有価証券償還益   8,854

収益分配金等時効完成分   39,308

時効後支払損引当金戻入益   35,205

　その他   3,581

営業外収益合計   270,804

営業外費用    

　事務過誤費   11,794

その他   917

営業外費用合計   12,712

経常利益   5,703,315

特別利益    

　投資有価証券売却益   114,871

特別利益合計   114,871

特別損失    

　投資有価証券売却損   11,429

特別損失合計   11,429

税引前中間純利益   5,806,758

法人税、住民税及び事業税   2,036,037

法人税等調整額   18,471

法人税等合計   2,054,508

中間純利益   3,752,249

    

 
 

EDINET提出書類

三菱ＵＦＪ投信株式会社(E11518)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

27/37



(3)中間株主資本等変動計算書
　　　第30期中間会計期間（自　平成26年4月1日　　至　平成26年9月30日　）

(単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計資本

準備金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途

積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 2,000,131 222,096 222,096 342,589 6,998,000 43,710,993 51,051,583 53,273,811

会計方針の変更に

よる累積的影響額

     △7,631 △7,631 △7,631

会計方針の変更を

反映した当期首残高

2,000,131 222,096 222,096 342,589 6,998,000 43,703,362 51,043,952 53,266,179

当中間期変動額         

剰余金の配当      △3,375,465 △3,375,465 △3,375,465

中間純利益      3,752,249 3,752,249 3,752,249

株主資本以外の

項目の当中間期

変動額 (純額)

        

当中間期変動額合計 ― ― ― ― ― 376,783 376,783 376,783

当中間期末残高 2,000,131 222,096 222,096 342,589 6,998,000 44,080,146 51,420,736 53,642,963

 

 評価・換算差額等

純資産合計
その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 1,669,167 1,669,167 54,942,978

会計方針の変更に

よる累積的影響額

  △7,631

会計方針の変更を

反映した当期首残高

1,669,167 1,669,167 54,935,347

当中間期変動額    

剰余金の配当   △3,375,465

中間純利益   3,752,249

株主資本以外の

項目の当中間期

変動額 (純額)

578,670 578,670 578,670

当中間期変動額合計 578,670 578,670 955,454

当中間期末残高 2,247,838 2,247,838 55,890,802
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[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券

時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用し
ております。

3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生年度の翌事業年度より一括費用処理することとしております。

(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(4)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるた

め、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。

5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事
業年度の費用として処理しております。
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[会計方針の変更]
（退職給付に関する会計基準等の適用）
　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」とい
う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年5月17日。以
下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲
げた定めについて当中間会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見
込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を退職給付
の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更してお
ります。
　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当中
間会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に
加減しております。
　この結果、当中間会計期間の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加
し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。また、当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前
中間純利益はそれぞれ1,853千円増加しております。
　なお、当中間会計期間の1株当たり純資産額は51.88円減少し、1株当たり中間純利益金額は、9.61円増加し
ております。
 
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1　有形固定資産の減価償却累計額

 
第30期中間会計期間

（平成26年9月30日現在）

建物 269,353千円

器具備品 401,909千円

 
※2　消費税等の取扱い　　

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
 

（中間損益計算書関係）
※1　減価償却実施額

 

第30期中間会計期間

（自 平成26年4月1日

　　 至 平成26年9月30日）

有形固定資産 38,738千円

無形固定資産 208,843千円

 
（中間株主資本等変動計算書関係）
第30期中間会計期間（自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

 当事業年度期首

株式数　(株)

当中間会計期間

増加株式数　(株)

当中間会計期間

減少株式数　(株)

当中間会計期間末

株式数　(株)

発行済株式     

　普通株式 124,098 － － 124,098

合計 124,098 － － 124,098

 
2. 配当に関する事項

平成26年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 3,375,465千円

② 配当の原資 利益剰余金

③ １株当たり配当額 27,200円

④ 基準日 平成26年3月31日

⑤ 効力発生日 平成26年6月30日

 
（金融商品関係）
第30期中間会計期間(平成26年9月30日現在)
　　金融商品の時価等に関する事項
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平成26年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
ん（（注２）参照）。
  中間貸借対照表

計上額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1) 現金及び預金 31,370,051 31,370,051 －

(2) 有価証券 3,000,000 3,000,000 －

(3) 未収委託者報酬 7,923,271 7,923,271 －

(4) 投資有価証券 21,486,009 21,486,009 －

資産計 63,779,332 63,779,332 －

(1) 未払手数料 3,402,471 3,402,471 －

(2) 未払法人税等 2,031,120 2,031,120 －

負債計 5,433,591 5,433,591 －

 
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
　資　産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。
(2)有価証券

譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっており、投資信託は基準価額によっております。

(4)投資有価証券
上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。

　負　債
(1)未払手数料、(2)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。

 
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額38,900千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格

がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
 
（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。
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（有価証券関係）
第30期中間会計期間（平成26年9月30日現在）
1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格がな
く、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

 
2. その他有価証券

 種類
中間貸借対照表

計上額（千円）

取得原価

（千円）
差額（千円）

中間貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

株式 － － －

債券 － － －

その他 18,500,144 15,274,309 3,225,835

小　　計 18,500,144 15,274,309 3,225,835

中間貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

株式 － － －

債券 － － －

その他 2,985,864 3,020,230 △34,365

小　　計 2,985,864 3,020,230 △34,365

合　　計 21,486,009 18,294,539 3,191,469

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額38,900千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 
（デリバティブ取引関係）
重要な取引はありません。

 
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第30期中間会計期間（自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日）

　当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
 
[関連情報]
第30期中間会計期間（自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

　　　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。

 
2. 地域ごとの情報

（1）営業収益
　　　投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
 
（2）有形固定資産
　　　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
 
3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
 
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
　　該当事項はありません。
 
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
　　該当事項はありません。
 
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）
　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
第30期中間会計期間

（平成26年9月30日現在）

1株当たり純資産額 450,376.33円

(算定上の基礎)  

純資産の部の合計額（千円） 55,890,802

普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 55,890,802

1株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末の普通株式の数（株）
124,098

 
　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

第30期中間会計期間

（自 平成26年4月1日

　　 至 平成26年9月30日）

1株当たり中間純利益金額 30,236.17円

(算定上の基礎)  

中間純利益金額（千円） 3,752,249

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る中間純利益金額（千円） 3,752,249

普通株式の期中平均株式数（株） 124,098

(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ
ん。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

＜更新後＞

（略）

②資本金の額：324,279百万円（平成26年９月末現在）

（略）

 

（２）販売会社

＜更新後＞

①名称
②資本金の額

（平成26年９月末現在）
③事業の内容

株式会社北海道銀行 93,524 百万円 銀行業務を営んでいます。

株式会社千葉銀行 145,069 百万円 銀行業務を営んでいます。

株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。

株式会社静岡銀行 90,845 百万円 銀行業務を営んでいます。

株式会社池田泉州銀行 50,710 百万円 銀行業務を営んでいます。

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会
社

324,279 百万円
銀行業務および信託業務を営ん
でいます。

 

３【資本関係】

＜更新後＞

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成26年11月末現在）

（略）
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独立監査人の中間監査報告書
 

平成２６年１２月９日

 
三菱ＵＦＪ投信株式会社

取締役会　御中
 
 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
 
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 樋口 誠之　　　印

    

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山田 信之　　　印

 

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成２６年４月１日から平成２７年３月

３１日までの第３０期事業年度の中間会計期間（平成２６年４月１日から平成２６年９月３０日ま

で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、

重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示

のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び

運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査

の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中

間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの

合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること

を求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比

べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ

り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中

心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制

の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状

況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する

内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者

によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

 

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成２６年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する中間会計期間（平成２６年４月１日から平成２６年９月３０日まで）の経営成績に関する有

用な情報を表示しているものと認める。
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利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上　

 
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
 

    次へ
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

平成26年12月10日

 

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 投 信 株 式 会 社

取　締　役　会　御　中

 

あらた監査法人

 指　定　社　員
業務執行社員

 公認会計士　柴 　毅　印

 

 

 

 

 指　定　社　員
業務執行社員

 公認会計士　和田　渉　印

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に

掲げられている新興国株式インデックスオープンの平成26年５月13日から平成26年11月12日までの中間計算期間の中間

財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定

し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の

一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務

諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続

が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な

情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、新興国株式インデックスオープンの平成26年11月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算

期間（平成26年５月13日から平成26年11月12日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

三菱ＵＦＪ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

以　 上

 

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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